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平成21年5月12日

都道府県医師会

介護保険担当理事　殿

日本医師会常任理事

　三　上　裕　司

地域支援事業実施要綱等に関する一部改正通知等の送付について

　拝啓時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　平素は介護保険制度運営に関し、格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、平成18年4月より施行された地域支援事業は、その事業内容について「地域支

援事業実施要綱」に基づき実施されております。

　今般、当該実施要綱、並びに、生活機能評価の実施方法等について一部改正を行い、

本年4月1日より適用されることとなり、都道府県宛に改正通知が発出されました。

　今般の一部改正では、より多くの特定高齢者を必要な介護予防事業に繋げるため、地

域支援事業に係る特定高齢者把握事業について、要介護認定において自立（非該当）と

判定された方を特定高齢者候補者とみなすことが新たに通知されております。

　また、生活機能評価における医師の判定については、従来、地域支援事業実施要綱別

添2「特定高齢者の決定方法」の1～6への該当の有無により判断することとされてい
ましたが、今般の見直しにより、上記決定方法1～6への該当の有無、生活機能チェッ

ク及び生活機能検査の結果を踏まえて、総合的に判断することとされました。

　生活機能評価における医師の判定結果を踏まえて、市町村が特定高齢者を決定するこ

とは従来と同様ですが、前段の理由から、地域支援事業実施要綱別添2に該当しない場

合でも、特定高齢者と決定できることとされました。

　これら事業につき、厚生労働省より、別添のとおり本会宛に協力依頼がありました。

　つきましては制度の円滑な施行のため、貴会におかれましてもご了知いただき、周知、

ご協力方よろしくご高配のほどお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

記

（別添資料）

・「地域支援事業の実施について」の送付について

　　　　（老老発第0428004号平21．4．28厚生労働省老健局老人保健課長通知）

・「生活機能評価の実施方法等について」　（通知の改正）

　　　　（老老発第0428003号平21．4．28厚生労働省老健局老人保健課長通知）

以上



　　　　　　　　　　　　　　　　　轡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　老老発第0428004号

　　　　　　　　　　　　　　　　　㊥’、平成21年4月28日

社団法人日本犀師会会長

　　唐　澤　　祥　人．殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　I

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生労働省老健局老人保健課｛瑠瞳謹竃濯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蹄簾隅

　　　　　　　　　「地域支援事業の実施について」の送付について　　　，　　　　’

　介護予防事業の推進につきましては、平素より格別のご配意をいただき感謝申し上げま

す。

　今般、　「地域支援事業の実施について」を別添のとおり各都道府県知事あて通知しまし

たので、お知らせいたします。

　つきましては、通知の趣旨をご理解の上、‘引き続きご協力下さいますようお願い申しあ

げます。
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各都道府県知事殿

厚生労働省老健局
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地域支援事業の実施について

　標記の事業については、平成1，8年6月9日老発第0699001号本職琿

知の別紙r地域支援事業実施要綱』（以下r実施要綱」という。）に，より行われ，

tいるところであるが、今般、実施要綱の一部が別添新旧対照表のとおり改正

され、平成21年4月1日に遡って適用することとしたので通知する・

　づいては、本事業の実施に努められるよう特段の御配慮をお願いするととも．

に、管内市町村に対レて、周知徹底を図るなど・本事業の円滑な実施について

御協力を賜りたい。



（別　添）
地・域支援事業実施要綱．一部改正新旧対照表

改　　正　　前（旧）

1～5　（略）

別記

地域支援事業実施要綱

1　介護予防事業
（1）介護予防特定高齢者施策

　　ア（略）

　　イ．各論

　　（ア）特定高齢者把握事業
　　　　　特定高網腿糠は，、特定甜者を離することを帥として・次の取組を実施

　　　　すロるし
　　　　　なお、日常生活で必要となる臨（以下r生活機能』という・）の翻のために行

　　　　う生活機能評価は、基本チェックリスト、醐が行襯診・身鮒測濯学的検査及

　　　　び雌測定からなる，生活機能チェックと反復唾液邸テスト編賭検査・貧血検査

　　　　及び血液化学検査からなる．生活機．能検査と、で構成するものとし・その実施方法等につ

　　　　いては、別に定める。

　　　，①（略）

　　　　②特定高齢者の候補者の選定及び確認
　　　　　　特定高齢者の候補者の選定及び確認は以．下のいずれかにより行う。

a（略）

b　（略）

改　　正　　後（新）

1～5　（略）

別記

1　介護予防，事業

（1）介護予防特定高齢者施策

　　ア（略）

　　イ　各論

　　（ア）特定高齢者把握事業

地域支援事業実施要綱

特定高齢者把握事業は、特定高齢者を決定することを目的として・次の取組を実施

する。
なお、日常生活で必要となる機能（以下r生活機能』という・）の脚のために行

う生活機能評価は、基本チ土ックリスト、医師が行う問診・身体練暢・理学的検査及

び血圧測定からなる生活機能チェックと反復唾灘下テスト・循環器検査・貧血検査

及び血液化学検査からなる生活機能検査とで構成するものとし、その実施方法等につ

いては、別に定める。

①〔略1

②特定高齢者の候補者の選定及び一確認
　　特定高齢者の候補者の選定及び当　　　　が　　　　　に　当する　で　ること

の確認は以下のいずれかにより行う。

a　（略）一

b　（略一）

，c　　　　　　の日当口 どの’　により寺 η　の する　合

（a） において、立 当）と された　については、寺

の とみな

（b
に一 魔ｷ　　で　るととの確

（a）によ㌃ れた 齢　の 1こついて チェックリスト、

生活　　チェック及　生活 査 ’し、 齢に当するでる

一1一



改　　正　　前（旧）

③　特定高齢者の摯定

　　市町村は、特定高齢者の候補者の中から、豊杢一壷．
塾瞳壁を購え一別即の嚇定高儲の離方法」により特定甜鷲決定

　する。

（イ．）（略）

（ウ）（略）

（エ）（略）

（2）介護予防一般高齢者廊策

　ア（略）

　イ（略）

　ウ（略）

（3）介護予防事業の実施に際しての留意事項

　ア（略）

　イ（略）

’改　　正　　後　（新）

③ 　特定高齢者の決定笠．・

　市町村は．、・特定高齢者の候補者の中から、一
幽艷踏まえ、別添字の「特定高齢者の決定方法笠』により特定高齢者

を決定する。1

　　町・は　　　1に・し　　　1に蓋　した年及次　 以におけ

生活 に介 業（r’H 予　　業　及び「訪問」　　予

」、軸　以下　において・じ） 次のように

a年内に一回蹉上は生5能’ 施　ること

b年　に一口以上生活 しなかった については　美

しなかった　から、再 に決　するまでは　寺 として取し

オ・いこと

　で・又は：生活

C 予　　業の対　となる については、生活機　　面 した上

内に る．思確した上で　讐予防業
に　加　せ　こと

d に生1 ことに・意し 業に　加した

については 内に生1 価憾し丘かったムでって当一
の として又し扱』こと この　ム　次年　以　は　再　寺定

に’ では として　レ扱ないこと。

e 内に生， ・しなかった

が　加 美が にたりす合外的に当介鴛
　　　　　　　　で　って　　当　　　　　，

が では、 齢　として　し　一ことがで　　こと

略
略
略

（
　

（
　

（

ラ
　

き
　

ラ

イ
・
ワ
エ

（
　
（
’
（

（2）介護予防・」・般高齢者施策

　ア（略）

　イ（略）

　ウ（略）

（3・）介護予防事業の実施に際しての留意事項

　ア（略）

　イ（略）

一2」



改正前（旧）

2　包括的支援事業
（1）介護予防ケアマネジメント業務

　　ア（略）

　　イ（略）

　　ウ（略）

　　エ（略）

　　オ（略）

　　力　留意事項
　　（ア）介詮予防ケアマネジメント業務は、・の（1）のイの（力の特定高齢者把飾

　　　　業と密に連携を図り、実施するものとする。
　　（イ）介護予防ケアマネジメント業務に用し・る標準様式馴ま・必要最小限の項目を示し

　　　　たものであり、適宜、．項目を追加して用いるも甲とする。

（ウ）介護予防ケアマネジメン腺癌におし・ては・介護保険における居宅介護（介護予

　防）支援との一貫性や連続性の確保に配慮するものとする・
（エ）介護予防ケアマネジメン牒務におし・ては・．多くの専門職や地舳民等の積樽的

　な参画を求めるものとずる。
（オ）介護，予防ケアマネジメント業務’においては、対象者，又はその家族の秘密が部外者

　に漏れることのないよう、必要な措置を講じもものとする。

（2）総合相談支援業務

　ア（略）

　イ（略）

（3）権利擁護業務

　ア（略）

　イ（略）

　ウ（略、）

（4）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

ア（略）

イ（略）

ウ（略）

改　　正　　後　（新）

2　包括的支援事業

（1）介護予防ケアマネジメント業務

　　ア（略）

　　イ（略）

　　ウ（略）

　　エ（略）

　　オ（略）

　　力　留意事項・
（ア）介護予防ケアマネジメント業務は、1の（1・）のイの（ア）の特定高齢者把握事

　業と密匡連携を図り、実施するものとする。
（イ）介護予防ケアマネジメ’ 塔g業務に用いる耀準様式例は、必要と思　れる　シ的な

　項目を示したものであり、　式の記　に’いては　介護　　ケアマネジメントに必

一適宜・項目を追加一　エ表して用いるも¢とする。
（ウ），介護予励アマ縛メン陳務においては』介護保険における居宅介護（介護予

　防）支援との一貫性や連続性の確保に配慮するものとする。

（エ）介肝防ケ六ネジメン陳務におし・ては峰く碑門職や地舳民等の積書亟的

　な参画を求めるものとする。
（オ）介護予防ケアマネジメント業務においては、対象者又はその家族の秘密が部外者

　に漏れることのないよう、必要な措置を講じるものとする。

（2）総合相談支援．業務

　ア（略）．

　イ（略）

（3）権利擁護業務

　ア（略）

　イ（略）

　ウ（略）

（4）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

ア（略）

イ（略）

ウ（略）

一3一



ノ

改　　正　前（旧）

3　任意事業

　（1）眉的・

　　（略）

（2）対象者
　（一路）

（3）事業内容
　　任意事業としては、．法上、介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業、その他

　．の事業が規定されているが、次に掲げる事業はあくまでも例年であり、介護保険事業

　の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日、常生活の支援の一ために必要な

　事業である限り、地域の実憧に叫謝意工夫を生かした多様な纏形態が可能であ

　’る。

　ア（略）」

　イ（略）

　ウ　その他の・事業

　　　次の（ア）から（ウ）までに掲げる事幕その組の介護保険事業の運営の安定化及

　　び被保険者の地域におけ、る自立した日常生活の支擾のため必要な事業を実施する。

　　（ア）成年後見制度利用支援事業

　　　　市町村申立てに係る低所得の高齢者1こ係る成年後見制度の申立てに要する経費

　　　や成年後見人等の報酬の助成等を行う。

　　　（イ）（略プ

　　　（ウ）（略）

（4）留意事，項

　（略）

別添1（略）

改　　正　　後　（新）

3　任意事業

　（1）目的

　　（略）

（2）対象者

　（略）

（3）事業内容

　　任意事業としては、法上、介護給付等費吊適正化事業、家族介護支援事業、その他

　の事業が規定さ1れているがも次に掲げる事業はあくまでも例示であり、介護保険事業

　の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のために必要な

　事業である限り：、地域の実情に応じ、創意工夫を生かした多棟な事業形態が可能であ

　る。・

　ア（略）

　イ（略）

　ウ　その他の事業
　　　次の（ア），から（ウ）までに掲げる事業その他の介護保険事業の運営の安定化及

　　び被保険者q地域における自立した日常生活の支援のため必要纏莱を実施する・

　　（ア）成．年後見制度利用支援事業

　　　　市町村甲立て笠に係る低所得の高齢者に係る成年後　見制度の申立てに要する経

　　　費や成年後見人等の報酬の助成等を行う。

　　（イ）（略）

　　（ウ）（略）

（4）留意事項

　（略）

別添1　（略）

一4一



改　正　前（旧）

別添2’

特定高齢者の決定方法

　r特定高齢者の候補者上に選定された者について・生活機能評価の結果等を　

甦特定高齢者を決定鍾。

1運動器の機能向上

基本チェックリスト6～10の5項目のうち3項目以上に該当する者

　ただし、うつ予防・支援関係の項目を除く20項目のうち10項目以上諒当し

「特定高齢者の候補者』と判定された者であって、基本チェックリスト6’｝10

のうち3項目以上該当していない者について、以下に示す運動機能測定を行

った場合に3項目の測定の配点合計が5点以上となった場合については・該当

する者とみなしてよい。

運動機能測定項目

男性

基準値

女性

基準値に該当す

．る場合の配点

握力（kg）

開眼片足立時間（秒）

10m歩行速度（秒）

（5mの場合）

＜29

＜20

≧8．8

（≧4，4）

＜19

＜10

≧10．0・

（≧5．0）

り
乙
リ
ノ
一
3

配点合計0－4点

　　　　5－7点

運動機能の著しい低下を認めず

運動機能の著しい低下を認める．

2栄養改善

以下の①及び②に該当する者又は③に該当する者

①基本チェウクリスト11に該当

②B㎜が18．5未満

　③血清アルブミン値が3，89／dI以下“

改　　正　　後、（新）

別添2

特定高齢者φ決定方法笠

亜肛塑』一特定高齢者の鮒者に選定された者について・生活機能評価聯果等を勘案した

一』特定高齢者を決定しさ・らに・当量　齢にとって軸
な一 Rによりj用が不適当な　　　　　業の 決定する。

なお　師幽は、定齢の率、に選定されたについて以下の1～6への言当の

生1機　チェック及び生活 査の、 まえて　生活機　の低下の　無及び当該寺定

齢　にとって医　的な理由により利用が不適当な介護予 業の　無について総合的な判断を

匹
（同左）

一5一



改　　正　　前　（旧）

3　口腔機能の向上

以下の①、②又は③のいずれかに該当する者

①基本チェックリスト13’｝15の3項目のうち2項目以上に該当

　②視診により口腔内の衛生状態に問題を確隠

　③反復唾液嚥下：テストが3回未満

4　閉じこもり予防・支援．

基本チェックリスト16に該当する者、

（17にも該当する場合は特に要注意）

5　認知症予防・支援

基本チェックリスト18’｝20のいずれかに該当する者

6　うっ予防・支援

基本チェックリスト21～25で2項目以上該当する者

※なお、認知症及びうっについては、特定高齢者に該当しない場合においても、可

能な限り精神保健福祉対策の健康相談等によ．り、治療の必要性等についてアセス1メン

トを実施し、適宜、受診勧奨や経過観察等を行うものとする。

別・添3・4（略）

し

（同左）

男噸添3・4　（略）

一6一
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【改正後全文】

最終改正

老発第0609001号
平成18年6月9日
老発第0428002号
平成21年4月28日

各都道府県知事殿

厚生労働省老健局長

地域支援事業の実施について

　標記については、“介護保険制度の円滑な実施の観点から、被保険者が要介護

状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、

可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する

ため、今般、別紙のとおり、「地域支援事業実施要綱』を定め、平成18年4

月1自から適用することとしたので通知する。

　ついては、本事業の実施に努められるよう特段の御配慮をお願いするととも

に、管内市町村に対して、周知徹底を図るなど、本事業の円滑な実施について

御協力を賜りたい。

　なお、本通知の施行に伴いr介護予防・地域支え合い事業の実施について」

（平成13年．5月25日老発第213号厚生労働省老健局長通知）は廃止する。



別紙

地域支援事業実施要綱

1　目的

　地域支援事業は、介護予防事業、包括的支援事業（介護予防ケアマネジメ

ント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務及び包括的・継続的ケアマネジ

メント支援業務をいう。）及びその他の地域支援事業を行うことにより、被

保険者が要介護状態又は要支援状態（以下r要介護状態等」という。）とな

ることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な

限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援すること

を目的とするものである。．

2　事業内容

　　別記のとおり。

3　実施方法

（↑ン地域支援事業は、介護保険法（平成9年法律第↑23号。鼻下「法』と

　　いう。）」介護保険法施行令（平成1“0年政令第412号1以下「政令』と

　　いう。）、介護保険法施行規則（平成11’年厚生省令第36号。以下「省令』

　　という。）及び介護予防事業の円滑な実施を図るための指針（平成18年

　　厚生労働省告示第316号）の規定によるほか、この実施要綱の定めると

　　ころによる。

（2）地域支援事業の実施に当たっては、高齢者のニーズや生活実態に基づい

　　て総合的な罰断を行い、．高齢者に対し、自立した日常生活を営むことがで

　　きるよう、継続的かつ総合的なサービスが提供されるよう実施することと

　　する。．　　　　　　　　　　　　　　　～

（3）地域包括支援センターは地域包括ケアを有効に機能させるために、保健

　’師、主任介護支援専門員、社会福祉士などの各々の専門職め知識を活かし一

　　ながら、．常に情報を共有し、互いに業務の理念、基本的な骨格を理解した

　　上で、連携・協働の体制を作り、業務全体を「チーム』として支えていく

　　必要がある。

　　　また、地域包括支援センター内にとどまることなく、地域での各種サー

　　ビス、保健・医療・福祉の専門職、専門機関相互の連携、ボランティア等

　　の住民活動などインフォーマルな活動を含めた、地域における様々な社会



資源の有効活用を図り、ネットワーク化を構築していく必要がある。さら

に、地域支援事業の円滑な実施、地域包括支援センターの適切、公正かつ

．中立な運営を確保する観点から、地域包括支援センター運営協議会等を積

極的に活用されたい。

4　実施主体

（1）実施主体は、市町村（特別区、一部事務組合、広域連合等を含む。以下

　　同じ。）とし、その責任の下に地域支援事業を実施するものとする。

（2）市町村は、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定

　　を除き、包括的支援事業の実施について、適切、公正、中立かつ効率的に

　　実施することができると認められる老人介護支援センターの設置者（市町

　　村社会福祉協議会、社会福祉法人等）、一部事務組合若しくは広域連合等

　　を組織する市町村、医療法人、当該事業を実施することを目的として設立一

　　された民法法人、特定非営利活動法人その他市町村が適当と認める法人に

　　委託することができるものとする。この委託は、包括的支援事業のすべて

　　につき一括して行わなければならない。

（3）市町村は、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定

　　を除き、包括的支援事業以外の地域支援事業の全部又は一部について、老

　　人介護支援センターの設置者その他市町村が適当と認める者に対し、その

　　実施を委託することができるものとする。別記1の（1）のイの（ア）の

　　特定高齢者把握事業のうち特定高齢者に関する情報の収集、特定高齢者の

　　候補者の選定に係る業務については、地域包括支援センターにおいて実施

　　する介護予防ケアマネジメント業務と一体的に実施することが望ましい。

（4）法第13条に規定する住所地特例の適用を受けた被保険者に対する地域

　　支援事業の実施に関しては、当該被保険者の保険者である市町村は、当該

　　被保険者の住所のある市町村にその事業の実施を委託することができる。

（5）地域包括支援センターの設置者（法人である場合は、その役員）若しく

　　はその職員又は1これらΦ職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に

　　関して知り得た秘密を漏らして1まならない・

5　利用料

　　市町村は、地域支援事業の利用者に対し、特定高齢者把握事業にかかる

　　費用を除いて、利用料を請求することができる。



別記

1　介護予防事業

（1）介護予防特定高齢者施策

　　ア　総則

　　（ア）目的

　　　　介護予防事業における介護予防特定高齢者施策は、主として要介護

　　　　状態等となるおそれの高い虚弱な状態にあると認められる65歳以上

　　　　の者（以下「特定高齢者」という。）を対象として実施することを基

　　　　本とし、特定高齢者が要介護状態等となること費予防することを通じ

　　　　て、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組査支援し、活動的

　　　　で生きがいのある生活や人生を送ることができるよう支援することを

　　　　目的として実施する。その目的を達成するため、事業の実施に際して

　一一はv．介護予防ケアマネジメーント業務によ励ヤ、個々の対象者の心身の状

　　　　況、その置かれている環境その他の状況（以下r心身の状況等」『とい『

　　　　う。）1ピ応じて、対象者の選択に基づき、個別の介護予防ケアプラン

　　　　を作成するもφとし、当該プランに基づき、適切な事業を包括的がつ

　　　　効率的に宰施するものとする。

　　（イ）対象者

　　　　　介護予防特定高齢者施策における特定高齢者把握事業は、．当該市町

　　　　村の要介護者及び要支援者を除く第1号被保険者を対象に実施し、通

　　　　前型介護予防事業及び訪問型介護予防事業は、当該市町村の第1号被

　　　　保険者である特定高齢者を対象に実施するものとする。なお、介護予

　　　　防特定高齢者施策のうち通所型介護予防事業及び訪問型介護予防事業

　　　　の参加者数は、高齢者人ロの概ね5パーセントを目安として、地域の

　　　’実情に応じて定めるものとする。

　　　　　通所型介護予防事業及び訪問型介護予防事業においては現に要介護

　　　　状態等にある者に対しては原則として事業牽宰施しないが、心身の状

　　　　況等により通所形態による事業への参加が困難な者であって、低栄養

　　　　状態を改善するために必要と認められるものに対しては、介護予防特『

　　　　定高齢者施策において配食の支援を実施して差し支えない。なお、低

　　　　栄養状態を改善することを目的としない配食の宰援については本事業

　　　　の対象とならない。

　　（ウ）事業の種類

　　　　　この事業の種類は、次のとおりとする。．



①
②
③
④

特定高齢者把握事業

通所型介護予防事業

訪問型介護予防事業

介護予防特定高齢者施策評価事業

イ　各論

（ア）特定高齢者把握事業

　　　特定高齢者把握事業は、特定高齢者を決定することを目的として、

　　次の取組を実施する。

　　　なお、日常生活で必要となる機能（以下r生活機能」という。）の

　　確翻のために行う生活機能評価は、基本チェックリスト、医師が行う

　　問診、身体計測、理学的検査及び血圧測定からなる生活機能チェック

　　と反復唾液嚥下テスト、循環器検査、貧血検査及び血液化学検査から

　　なる生活機能検査とで構成するものとし、その実施方法等については、

　　別に定める。

　　①特定高齢者に関する情報の収集

　　　　次に掲げる方法等により特定高齢者に関する情報の収集に努める

　　　ものとする。

　　　要介護認定の担当部局との連携による把握

　　　訪問活動を実施している保健部局との連携による把握

　　　医療機関からの情報提供による把握

　　　民生委員等からの情報提供による把握

　　　地域包括支援センターの総合相談支援業務との連携による把握

　　　本人、家族等からの相談による把握

　　　特定健康診査等の担当部局との連携による把握

　　　その他市町村が適当と認める方法による把握

②特定高齢者の候補者の選定及び特定高齢者に該当する者であるこ

　a

　b

　C

　d

　e
　f

　g
　h

との確認

　特定高齢者の候補者の選定及び当該候補者が特定高齢者に該当す

る者であることの確認は以下のいずれかにより行う。

a　生活機能チェック以外の機会に基本チェックリストを実施し，

　特定高齢者の候補者を選定する場合

（a）特定高齢者の候補者の選定

　　　市町村は、生活機能チェック以外の機会に、別派1の「基本

　　チェックリスト』を実施し、次のiからivまでのいずれかに該



　　　当する者を特定高齢者の候補者として選定する。

　　　i　1から20までの項目のうち10項目以上に該当する者

　　　ii　6から10までの5項目のうち3項目以上に該当する者

　　　iii　11及び12の2項目すべてに該当する者

　　　iv　13から15までの3項目のうち2項目以上に該当する者

　（b）特定高齢者に該当する者であることの確認

　　　　（a）により特定高齢者の候補者に選定された者について、

　　　基本チェックリストを除く生活機能チェック及び生活機能検査

　　　を実施し、特定高齢者に該当する者であることの確認を医師が

　　　行う。

　b　生活機能チェックの機会に基本チェックリストを実施し、特定

　　高齢者の候補者を選定する場合

　（a）特定高齢者の候補者の選定

　　　　生活機能チェックを実施し、基本チェックリストの判定の結

　　　果、aの（a）iからivまでのいずれかに該当する者を特定高

　　　齢者の候補者として選定する。

　（b）特定高齢者に該当する者であることの確認

　　　　（a）により特定高齢者の候補者に選定された者について、

　　　生活機能検査を実施し、特定高齢者に該当する者であることの

　　　確認を医師が行う。

　c　要介護認定の担当部局との連携により特定高齢者の候補者を把

　　握する場合

　（a）要介護認定において、自立（非該当）と判定された者につい

　　　ては、特定高齢者の候補者とみなす。

　（b）特定高齢者に該当する者であることの確認

　　　　（a）により把握された特定高齢者の候補者について、基本

　　　チェックリスト、生活機能チェック及び生活機能検査を実施し、

　　　特定高齢者に該当する者であることの確認を医師が行う。

③　特定高齢者の決定等

　　市町村は、特定高齢者の候補者の中から、生活機能評価の結果等

　を勘案した医師の総合的な判断を踏まえ、別派2の「特定高齢者の

　決定方法等」により特定高齢者を決定する。

　　市町村は、特定高齢者に対し、特定高齢者に決定した年度及び次

　年度以降における生活機能評価並びに介護予防事業（「通所型介護

　予防事業」及び「訪問型介護予防事業」をいう。以下③において同



　　じ。）を、次のように実施する。

　　a　年度内に一回以上は、生活機能評価を実施すること。

　　b　年度内に一回以上生活機能評価を実施しなかった特定高齢者に

　　　ついては、実施しなかった年度から、再度特定高齢者に決定する

　　　までは、特定高齢者として取り扱わないこと。

　　c　介護予防事業の対象となる特定高齢者については、生活機能評

　　　価を実施した上で、又ば、生活機能評価を年度内に受診する意思

　　　を確認した上で、介護予防事業に参加させること。

　　d　事前に生活機能評価を受診することに同意し、介護予防事業に

　　　参加した特定高齢者については、年度内に生活機能評価を受診し

　　　なかった場合であっても、当該年度の特定高齢者として取り扱う

　　　こと。尚、この場合、次年度以降は、再度特定高齢者に決定する

　　　までは、特定高齢者として取り扱わないこと。　　　　　一

　　e　年度内に生活機能評価を受診しなかった特定高齢者であって

　　　も、当該特定高齢者が参加する介護予防事業が次年度にわたり継

　　　続する場合、例外的に、当該介護予防事業が終了ずるまでは・特

　　　定高齢者とレて取り扱うことができること。

（イ）通所型介護予防事業

　①　事業内容
　　　通所型介護予防事業においては、特定高齢者に対して、次のaか

　　らdまでに掲げるプログラム（機能訓練、健康教育等）を実施し・

　　自立した生活の確立と自己実現の支援を行う。

　　　なお、閉じこもり予防・支援、認知症予防・支援及びうつ予防・

　　支援については、専用の通所形態のプログラムはつくらず、次のa

　　からdまでに掲げるプログラムや地境における自発的な活動等を活

　　　　　　　　　　　　と　　用し、支援を行うものとする。

a　．運動器の機能向上プ日グラム

　　運動器の機能が低下している又はそのおそれのある対象者に対

　し、理学療法士等を中心に看護職員1介護職員等が協働して運動

　器の機能向上に係る個別の計画を作成し、当該計画に基づき有酸

　素運動、ストレッチ、簡易喰器具を用いた運動等を実施し、運動

器の機能を向上させるための支援を行う？

b　栄養改善プログラム

　　低栄養状態にある又はそのおそれのある対象者に対し、管理栄



　　養士（平成24年3月31日までの間に限り、栄養管理業務に関

　　し5年以上の実務経験を有する栄養士を含む・）が看護職員・介

　　護職員等と協働して栄養状態を改善するための個別の計画を作成

　　し、当該計画に基づき個別的な栄養相談や集団的な栄養教育等を

　　実施し、低栄養状態を改善するための支援を行う。

　c　ロ腔機能の向上プログラム

　　　ロ腔機能が低下し亡いる又はそのおそれのある対象者に対し・

　　歯科衛生士等が看護職員、介護職員等と協働してロ腔機能の向上

　　に係る個別の計画を作成し、当該計画に基づき摂食・嚥下機能訓

　　練、ロ腔清掃の自立支援等を実施し、ロ腔機能を向上させるため

　　の支援を行う。

　’d　その他のプログラム

　　　上記aから6までに掲げるプログラムのほか、aから。までに

．．一・
鼕ﾖ連するプログラムであって．．市町村において介護予防の観点か

　　ら効果が謹められると判断されるプログラムを実施する。

②　実施場所

　　通所介護事業所などの介護サ』ビス事業所、市町村保健センター、

　健康増進センター、老人福祉センター、介護保険施設、公民館など、

　市町村が適当と認める施設で実施するものとする。

③実施担当者
　　医師、歯科医師、保健師、看護職員、理学療法士、作業療法士、

　言語恥覚士、管理栄養士、歯科衛生士、指定居宅サービス等の事業

　の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年3月31日厚生省令第3‘

　7号）第93条第4項に規定する機能訓練指導員、．経験のある介護職員

　等が実施する己

④実施方法・

　　介護予防ケアマネジメント業務において地域包括支援センターに

　　より個蜘の対象者ごとに作成される介護予防ケアプランに基づき実

　　施するものとす．る。

　　’実施に際しては、特定高齢者の心身の状況等に応じて、リフトバ

　　ス等による送迎を行うことができるものとする。

　　　またζ安全に事業を実施するために、事故発生時の対応を含む安

　　全管理マニュアルを整備し、常に安全管理に配慮し実施するものと

　　する。

　⑤　実施の手順、



　　　通所型介護予防事業は、次の手順により実施するものとする。

　　a　事前アセスメントの実施

　　　　実施担当者は、個別サービス計画を作成するために必要となる

　　　課題を把握するとともに、事業終了後にその効果を評価するため

　　　の基準値を得るために、事前アセスメントを実施する。事前アセ

　　　スメントでは、地域包括支援センターで作成された介護予防ケア

　　　プランを踏まえ，参加が予定されているプログラムに応じて・運

　　　動器の機能、栄養状態、ロ腔機能等の心身の状況等について更に

　　　詳細な評価を行うとともに、対象者が事業に参加する際の安全確

　　　保のために必要となる情報についても、主治医等と連携を図りつ

　　　つ収集し評価するものとする。

　　b　個別サービス計画の作成

　　　　実施担当者は、事前アセスメントの結果や対象者の意向を踏ま

　　　えて、プログラムの目標、プログラムの内容、家庭や地域での自

　　　発的な取組の内容、実施期間、実施回数等を記載した個別サービ

　　　ス計画を作成する。実施期間は、プログラムの内容に応じて、概

　　　ね3ヵ月’から6ヵ月程度とし、実施回数は、対象者の過度な負担

　　　とならず、かつ効果が期待できる回数を設定するものとする。

　　c　プログラムの実庫

　　　　実施担当者は、個別サービス計画に基づき、プログラムを実施

　　　する。

　　　　なお、概ね1ヵ月ごとに個別サー’ビス計画で定めた目標の達成

　　　状況について評価を実施し、適宜、’プログラムの実施方法等につ

　　　いて見直しを行うものとする。

　　d　事後アセスメントの実施

　　　　実施担当者は、事業終了後、事後アセスメントとして、再度・

　　　事前アセスメントと同様の評価を実施し、目標の達成状況やその

　　　後の支援方法について検討を行う。事後アセスメントの結果は、

　　　介護予防ケアプうンφ見直しに反映させるため、介護予防ケアマ

　　　ネジメント業務を実施する地域包括支援センターに報告するもの

　　　とする。

（ウ）　訪問型介護予防事業．

　①事業内容
　　　特定高齢者であって、心身の状況等により通所形態による事業へ

　　の参加が困難なものを対象に、保健師等がその者の居宅を訪問して、．



　　　　その生活機能に関する問題を総合的に把握・評価し、必要な相談・

　　　　指導等を実施する。

　　　　　また、訪問型介護予防事業の対象者であって、低栄養状態を改善

　　　　するために特に必要と認められるものに対しては、栄養改善プログ

　　　　ラムの一環として配食の支援を実施する。

　　　②実施担当者
　　　　　保健師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理

　　　　栄養士、歯科衛生士等が実施する。

　　　③実施方法
　　　　　介護予防ケアマネジメント業務において地域包括支援センターに

　　　　より個別の対象者ごとに作成される介護予防ケアプランに基づき実

　　　　施するものとする。

　　　　　また、安全に事業を実施するために、事故発生時の対応を含む安

一一一一一
S管理マニュアルを整備し、常に安全管理に配慮し実施するものと

　　　　する。

　　　④実施の手順
　　　　　訪問型介護争防事業は、次の手順により実施するものとする・

　　　　a一事前アセスメントの実施

　　　　　　実施担当者は、対象者の居宅を訪問し、個別サービス計画を作

　　　　　成するために必要とな．る課題を把握するとともに、事業終了後に

　　　　　その効果を評価するための基準値を得るために・事前アセスメン

　　　　　トを実施する。事前アセスメントでは、地域包括宰援センラーで

　　　　　作成された介護予防ケアプランを踏まえ、主治医とも連携しつつ・

　　　　　対象者の心身の状況等について、包括的な評価を行う。，その際、

　　　　　認知症やうつが疑われる者については、適宜、医療機関への受診

　　　　　を勧奨ずるとともに、精神保健福祉センター等の専門機関との連

　　　　　携を図る。

　　　　b　個別サービス計画の作球

　　　　　　実施担当者は《事前アセスメントの結果や対象者の意向を踏ま

　　　　　えて、個別の対象者ごとに支援方法を検討’し、概ね3ヵ月から6

　　　　　ヵ月までを実施期間とする個別サービス計画を作成する。

　　　　c　支援の実施
　　　　　　実施担当者は、個別サービズ計画に基づき、定期的に対象者の

　　　　　居宅を訪問し、対象者の心身の状況等を確認するとともに、必要

　　　　　な相談・指導等を実施する。併せて、対象者の心身の状況等を踏



　　　まえつつ、対象者の関心や興味に応じて、通所型介護予防事業の

　　　各種プログラムや地域における自発的な活動等への参加を促すも

　　　のとする。

　　d　事後アセスメントの実施
　　　　実施担当者は、事業終了後、事後ア畝メントとして・再度・

　　　事前アセスメントと同様の評価を実施し、目標の達成状況やその

　　　後の支援方法について検討を行う。事後アセスメントの結果は・

　　　介護予防ケアプランの見直しに反映させるため、介護予防ケアマ

　　　ネジメント業務を実施する地域包括支援センターに報告するもの

　　　とする。

　⑤　留意事項
　　　訪問型介護予防事業において、低栄養状態の改善のため特に必要

　　であると判断し配食の支援を実施する場合は、食材料費及び調理費

　　相当分については利用者負担とすることを基本とするが・利用料の

　　設定に当たっては、低所得者への配慮を考慮すること。

（エ）介護予防特定高齢者施策評価事業

　①事業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通

　　じ、介護予防特定高齢者施策の事業評価を行い、その結果に基づき

　　事業の実施方法等．の改善を．図る。

　②　実施方法
　　　事業評価は、年度ごとに、別添3の「介護予防事業の事業評価」

　　により、プロセス評価、アウトプット評価、アウトカム評価をそれ

　　ぞれ実施する。

　③　留意事項
　　　事業評価を実施するため、介護予防事業の対象者数、参加者数、

　　事業参加前後のQ　O　L指標の変化、主窺的健康感の変化等のデータ

　　等にづいて、常に収集・整理するものとする。

（2）介護予防一般高齢者施策

　ア　総則

　　（ア）目的
　　　　介護予防一般高齢者施策は、地域におい七介護予防に資する自発的

　　　な活動が広く実施され、地域の高齢者が自ら活動に参加し・介護予防

　　　に向けた取組が主体的に実施されるような地域社会の構築を目指し



　て、健康教育、健康相談等の取組を通じて介護予防に関する活動の普

　及・啓発や地域における自発的な介護予防に資する活動の育成・支援

　を行うこと等を目的とする。

（イ）対象者

　　介護予防一般高齢者施策は、当該市町村の第1号被保険者のすべて

　の者及びその支援のための活動に関わる者を対象に実施するものとす

　る。

（ウ）事業の種類

　　この事業の種類は、次のとおりとする。

　①介護予防普及啓発事業

　②地域介護予防活動支援事業

　③　介護予防一般高齢者施策評価事業

．一」釜」各論＿、1．一．．＿．．、『＿＿　、『一．．＿｝＿一＿一＿．．．．　’．．、．．、＿．＿．

　（ア）介護予防普及啓発事業

　　　　事業内容としては、概ね次のもの炉考えられるが《市町村が効果が

　　　あると認めるものを適宜実施するものとする。なお、コ実施に際しては、

　　　特に必要と認められる場合、リフトバス等による送迎を行うことがで

　　　きるものとする。

　　　①・介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレッ

　　　　ト等の作成及び配布

　　　②介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するための有識者等に

　　　　よる講演会や相談会等の開催

　　　③　介護予防の普及啓発に算する運動教室等の介護予防教室等の開催・

　　　④介護予防に関する知識某は情報、各対象者の介護予防事業の実施

　　　　の記録等を管理するための媒体の配布

（イ）地域介護予防活動支援事業

　　事業内容としては、概ね次のものが考えられるが、市町村が効果が

　あると認めるものを適宜実施するものとする。

　①介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修

　②　介護予防に資する地域活動組織の育成及び支援

　③社会参加活動を通じた介護辛防に資する地域活動の実施

（ウ）介護予防一般高齢者施策評価事業

　①　事業内容



　　介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通

　じ、・介護予防一般高齢者施策の事業評価を行い、その結果に基づき

　事業の改善を図る。

②　実施方法

　　事業評価は、年度ごとに、別派3の「介護予防事業の事業評価」

　により、プロセス評価を中心に実施する。

（3）’介護予防事業の実施に際しての留意事項

　ア　介護予防事業の実施に当たっては、地域の医師会・歯科医師会等の協

　　力を得るとともに、保健、精神保健福祉等の関係課部局、保健可、医療

　　機関等の関係機蘭と十分に調整を図るものとする。

イ　介護予防特定高齢者施策と介護予防一般高齢者施策は、相互に密に連

　携を図って、効果的な事業の実施に努めるものとする。なお、両施策に

　ついては、各事業への参加状況等を勘案し、同じ会場で実施するなどの

　創意工夫を図り実施できるものとする。

2　包括的支援事業

（1）介護予防ケアマネジメント業務

　　ア　目的

　　　　介護予防ケアマネジメント業務は、特定高齢者が要介護状態等となる

　　　ことを予防するため、その心身の状況、その置かれ亡いる環境その他の

　　　状況に応じて、対象者自ら・の選択に基づき、介護予防事業その他の適切

　　　な事業が包括的かつ効率的に実施されるよう必要な援助を行うことを目

　　　的とする。

イ　対象者

　　当該市町村の第1号被保険者である特定高齢者を対象に実施するもの

　とする。．

ウ　実施担当者

　　介護予防ケアマネジメント業務は、裸健師、社会福祉士、主任介護支

　援専門員等が相互に協働しながら実施するものとする。

工　実施の際φ考え方



　介護予防ケアマネジメント業務の実施に当たっては・今後・対象者が

どのような隼活をしたいかという具体的’ ﾈ日常生活上の目標を明確に

し、その自標を対象者、家族、事業実施担当者が共有するとともに・対

象者自身の意欲を引き出し、自主的に取組を行えるよう支援するものと

する。また、介護予防ケアプランにおいては、対象者自身による取組・

家族や地域住民等による支援等を、積極的に位置づけるとともに・ボラ

ンティアや地域活動組織の育成・支援等を実施する介護予防一般高齢者

施策と十分に連携し、地域における社会資源の活用1；努めることとする。

オ　実施の手順
　　介護予防ケアマネジメント業務は、次の手順により実施するものとす

　る。（別添4の様式1から様式4までの様式（以下「標準様式例』とい

　う。）参照）。

一（ア）”課題分析（アセスメント・）一一一一一・…一一…一・…　二一一＿＿＿『

　　　生活機能評価の結果等の情報の把握や、対象者及び家族との面接に

　　よる聞き取り等を通じて、次に掲げる各領域ごとに、対象者の日常生・

　　活の状況、生活機能σ）低下の原因や背景等の課題を明らかにする。

　　①　運動及び移動

　　②　家庭生活を含む日常生活

　　③　社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション

　　④健康管理
　　　その際、生活機能の低下’について対象者の自覚を促すとともに、』介

　』護予防に取サ組む意欲を引き出すため、対象者や家族との信頼関係の

　　構築に努めるものとする。

　（イ）目標の設定

　　　課題分析の結果、個々の対象者にとって最も適卯と考えられる目標

　　を設定する。目標は、単に運動器の機能や栄養改善・ロ腔機能といっ

　　た特定の機能の改善だけを目指すものではなく、これらの機能改善や

　　環境の調整などを通じて、生活の質の向上を目指すものとする。

．（ウ）介護予防ケアプランの作成　　　！

　　　課麺分析（アセスメ．ント）の結果や対象者の希望に基づき・（イ）

　　で設定した目標を達成するための早も適切な事業の組合せを検討し・

　　対象者及びその家族の同意を得て、支援の内容や目標の達成時期等を

　　含む介護予防ケアプランを作成する。その際ド対象者・家族及び事業

　　の実施担当者等が共通の認識を得られるよう情報の共有に努めるもの



　とする。

（エ）モニタリングの実施．

　　介護予防ケアプランに基づき、介護予防事業が実施される間、地域

　包括支援センターは、必要に応じて、その実施状況を把握するととも

　に、当該事業の実施担当者等の関係者の調整を行う。また、．当該事業

　の実施担当者に対し、介護予防事業による目標の達成状況等の評価を

　行わせ、その結果の報告を受ける。　　　　　　　　，

（オ）評価

　　介護予防ケアプランで定めた期間が経過した後、地域包括支援セン

　ターでは、事業の実施担当者からの事後アセスメント等の結果報告を

　参考にしつつ、対象者及び家族との面接等によって各対象者の心身の

　状況等を再度把握し、適宜、介護予防ケアプランの見直し等を行う。

　　　力　留意事項．

　　　　（ア）介護予防ケアマネジメント業務は、1の（1）のイの（ア）の特定

　　　　　高齢者把握事業と密に連携を図り、実施するものとする。

　　　　（イ）介護予防ケアマネジメント業務に用いる標準様式例は、必要と思わ

　　　　　れる標準的な項目を示したものであり、様式の記載においては、介護

　　　　　予防ケアマネジメントに必要な情報につい七個別に吟味した上で、適

　　　　　宜、項目を追加または簡略化するなど、工夫．し七用いるものとする。

　　　　（ウ）介護予防ケアマネジメント業務においては、介護保険における居宅

　　　　　介護（介護予防）支援との一貫性や連続性の確保に配慮するものとす

　　　　　る。

　　　　（エ）介護予防ケアマネジメント渠務においては・多くの専門職や地域住

　　　　　民等の積極的な参画を求めるものとする6

　　　　（オ）介護予防ケアマネジメント業務においては、対象者又はその家族の

　　　　　秘密が部外者に漏れることのないよう、必要な措置を講じるものとす

　　　　　　る。

　　（2）総合相談支援業務

、　　　ア　目的　　　　　県　　’

　　　　　総合相談支援業務は、地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその

　　　　人らしい生活を継続していくことができるよう、地域における関係者と

　　　　のネットワークを構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、

　　　　必要な支援等を幅広く把握し、’相談を受け、地域における適切な保健・

　　　　　医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行うこ



とを目的とする。、

イ　事業内容

（ア）地域におけるネットワークの構築

　　　塘域包括支援センターは、支援を必要とする高齢者を見い出し、保、

　　健・医療・福祉サービスをはじめとする適切な支援へのつなぎ・継続

　　的な見守りを行い、更なる問題の発生を防止するため、地域における

　　様々な関係者のネットワークの構築を図る。

〈イ）実態把握

　　　（ア）で構築したネットワークを活用するほか、様々な社会資源と

　　の連携、高齢者世帯への戸別訪問、同居していない家族や近隣住民か

　　らの情報攻集等により、高齢者や家族の状況等についての実態把握を

　　行うものとする。特に、地域から孤立している要介護（支援）者のい

　　る世帯や介護を含めた重層的な課題を抱えている世帯など・一支援が必

　　要な世帯を把握し、当該世帯の高齢者や家族へφ支援につなげるこ孝．

　　ができるように留意するものとする。辱

（ウ）総合相談支援

　　①初期段階の相談対応
　　　　本人、家族、近隣の住民、地域のネットワーク等を通じた様々な

　　　相談を受けて、的確な状況把握等を行い、専門的・継続的な関与又

　　　は緊急の対応の必要性を判断する。

　　　　適切な情報提供を行うことにより相談者自身が解決することがで

　　　きると判断した場合には、、相談内容に即したサービス又は制度に関

　　　する情報提供、関係機関の紹介等を行う。

　　②継続的・専門的な相談支援
　　　　①の対応により、専門的・継続的な関与又は緊急の対応が必要と

　　　判面した場合には、より詳細な情報収集を行い、個別の支援計画を

　　　策定する。
　　　　『支援計画に基づき、適切なサービスや制度につなぐとともに・定

　，　期的に情報収集を行い、期待された効果の有無を確認する。

（3）．権利擁護業務

　ア　目的
　　　権利擁護業務は、地域の住民、民生委員、介護支援専門員などの支援

　　だけでは十分に問題が解決できない、適切なサービス等につながる方法



が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳のあ

る生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、専冑的・継続

的な視点から、高齢者の権利擁護のため必要な支援を行うことを目的と

する。

イ　事業内容
　　地域福祉権利擁護事業、成年後見制度などの権利擁護を目的とするサ’

　一ビスや制度を活用するなど、ニーズに即した適切なサービスや機関に

　つなぎ、適切な支援を提供することにより、高齢者の生活の維持を割る。

　　特に、高齢者の権利擁護の観点からの支援が必要と判断した場合には、

　次のような諸制度を活用する。

（ア）成年後見制度の活用促進

　　　成年後見制度を説明するとともに、親族からの申立てが行われるよ

　　う支援する己

　　　申立てを行える親族がないと思われる場合や、親族があっても申立

　　てを行う意思がない場合で、成年後見の利用が必要と認める場合、速

　　やかに市町村の担当部局に当該高齢者の状況等を報告し・市町村申立

　　てにつなげる。一

（イ）老人福祉施設等への措置の支援

　　　虐待等の場合’で、高齢者を老人福祉施設等へ措置入所させることが

　　必要と判断した場合は、市町村の担当部局に当該高齢者の状況等を報

　　告し、措置入所の実施を求める。

（ウ）高齢者虐待への対応

　　　。虐待の事例を把握した場合には、「高齢者虐待の防止、高齢者の養

　　護者に対する支援等に関する法律』（平成17年法律第124号）等

　　に基づき、速やかに当該高齢者を訪問して状況を確認する等、事例に

　　即した適切な対応をとる（詳細の業務については、「市町村・都道府

　　県における高齢者虐待への対応と擁護者支援」（平成18年4月厚生

　　労働省老健局）を参照のこと）。

　（エ）困難事例への対応

　　　高齢者やその家庭に重層的に課題が存在している場合、高齢者自身

　　が支援を拒否している場合等の困難事例を把握した場合には・地域包・

　　括支援センターに配置されている専門職が相互に連携するとともに、

　　地域包括支援センダー全体で対応を検討し、必要な支援を行う。

　（オ）消費者被害の防止



　訪問販売によるリフォーム業者などによる消費者被害を未然に防止

するため、消費者センター等と定期的な情報交換を行うとともに、民

生委員、介護支援専門員、訪問介護員等に必要な情報提供を行う。

ウ　留意事項

　　イの．（ア）の成年後見制度の円滑な利用に向けて次のことに留意する。

（ア）市町村、地方法務局等と連携し、成年後見制度を幅広く普及させる

　　ための広報等の取組を行う。

（イ）鑑定又は診断書の作成手続きに速やかに取り組むことができるよう・

　　地域で成年後見人となるべき者を推薦する団体等を、高齢者又はその

　　親族に対して紹介する。

（4）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

　ア　目的．　　　　　　　　　　　　　　　　　　一．一．

　　　包括的・継続的マネジメント支援柔務は、高齢者が住み慣れた地域で

　　．暮らし続けることができるよう、介護支援専門員、主治医、地域の関係

　　機関等の連携、在宅と施設の連携など、地域において、多職種相互の協

　　働等により連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じて、包括的かつ継

　　続的に支援していく包括的・継続的ケアマネジメントが重要であり、地

　　域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支

　　援等を行うことを目的とす愚。

　　　　　　　　　　　　直

イ　事業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

（ア）包括的・経続的なケア体制の構築

　　　在宅・一施設を通じた地域における包括的・継続的なケアを実施する

　　ため、医療機関を含めた関係機関と．の連携体制を構築し、地域の介護

　　支援専門員と関係機関の間の連携を支援する。

　’　また、地域の介護支援専門員が、地域における健康づくりや交流促

　　進のためのサークル活動、老人クラブ活動、ボランティア活動など介

　　護保険サービス以外の地域における様々な社会資源を活用できるよ

　　う、地域の連携・協力体制を整備する。

（イ）地域における介護支援専門員のネットワークの活用

　　　地域の介護支援専門員の日常的な業務の円滑な実施を支援するため

　　に』介護支援専門員相互の情報交換等を行う場を設定するなど介護支

　　援専門員のネットワークを構築したり、その活用を図る。



（ウ）日常的個別指導・相談

　　地域の介護支援専門員の日常的業務の実施に関し、介護支援専門員

　に対する個別の相談窓ロΦ設置、居宅（介護予防）・施設サービス計

　画の作成技術の指導、サービス担当者会議の開催支援など、専門的な

　見地からの個別指導、相談への対応を行う。

　　また、地域の介護支援専門員の資質向上を図る観点から、必要に応

　じて、地域包括支援センターの各専門職や関係機関とも連携の上、事

　例検討会や研修の実施、制度や施策等に関する情報提供等を行う。

（エ）支援困難事例等昏の指導・助言一

　　地域の介護支援専門員が抱える支援困難事例について、適宜、地域

　包括支援センターの各専門職や地域の関係者、関係機関との連携の下

　で、具体的な支援方針を検討し・指導助言等を行う・

ウ　留意事項

　　　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務は、地域包括支援センタ

　　一において実施する介護予防ケアマネジメント業務・介護予防支援飽

　　介護給付のケアマネジメントの相互の連携を図り、包括的・継続的な

　　ケアが提供されるよう配慮するものとする。

3　任意事業

（1）目的
　　　地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続し，

　　ていくことができるようにするため、介護保険事業の運営の安定化を図る

　　とともに、被保険者及び要介護被保険者を現に介護する者等に対し、地球

　　の実情に応じた必要な支援を行うことを目的とする。

（2）対象者

　　被保険者、・要介護被保険者を現に介護する者その伯個々の事業の対象者

　として市町村が認める者とす愚。

　　ただし、住宅改修費の支給の申請に係る必要な理由がわかる書類を作成

　する事業又は必要な理由がわかる書類を作成した場合の経費を助成する事

　業については、住宅改修の活用を希望する要介護（支援）被保険者で居宅

　介護（介護予防）支援φ提供を受けていない者に対して当該者の住宅改修

　，費の支給の申請に係る必要な書類を作成した者に限る。



（3）事業内容

　　任意事業としては、法rヒ、介護給付等費用適正化事業・家族介護支撰事

　業、その他の事業が規定されているが、次に掲げる事業はあくまでも例示

　であり、介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立し

　た日常生活の支援のために必要な事業である限り、地域の実情に応じ、創

　意工夫を生かした多様な事業形態が可能である。

　ア　介護給付等費用適正化事業

　　　介護（予防）給付について真に必要な介護サービス以外の不要なサー

　　ビスが提供されていないかの検証、介護保険制度の趣旨の徹底や良質な

　　事業展開のために必要な情報の提供、介護サービス事業者間による連絡

　　協議会の開催等により、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整

　　備を図るとともに、介護給付等に要する費用の適正化のための事業を実

　　施する。なお、介護給付等に要する費用の適正化のための事業のうち、主

　　要な適正化事業は次のとおり。　　　　　　　　　　　一一一＿一

　　　・　主要介護鈴付等費用適正化事業（厚生労働大耳が定める主要介護給

　　　付等費用適正化事業を定める件（平成20年厚生労働省告示第31

　　　号））．

①
②
③
④
⑤

認定調査状況チェック

ケアプランの点検

住宅改修等の点検

医療情報との突合・縦覧点検

介護給付費通知

イ　家族介護支援事業

　　介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のた

　め必要な事業を実施する。

　（ア）一家族介護支援事業

　　　　要介護被保険者の状態の維持・改善を目的幸した・適切な介護知

　　　識・技術の習得や、外部サービスの適切な利用方法の習得等を内容

　　　とした教室を開催する。

　（イ）認知症高齢者見守り事業

　　　　地域における認知症高齢者の見守り体制め構築を目的とした、認

　　　知症に関する広報・聲発活動、徘徊高齢者を早期発見できる仕組み

　　　の構築・運用《認知症高齢者に関する知識のあるボランティア等に

　　　よる見守りのためφ訪問などを行う。



（ウ）家族介護継続支援事業

　　家族の身体的・精神的・経済的負担の軽減を目的とした・要介護

　被保険者を現に介護する者に対するヘルスチェックや健康相談の実

　施による疾病予防、病気の早期発見や、介護用品の支給、介護の慰

　労のための金品の贈呈、介護から一時的に解放するための介護者相

　互の交流会等を開催する。

ウ　その他の事業

　　次の（ア）から（ウ）までに掲げる事業その他の介護保険事業の運営

　の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必

　要な事業を実施する。

　（ア）成年後見制度利用支援事業

　　　　市町村申立て等に係る低所得の高齢者に係る成年後見制度の申立

　　　てに要する経費や成年後見人等の報酬の助成等を行う・

　（イ）、福祉用具・住宅改修支援事業

　　　　福祉用具・住宅改修に関する相談・情報提供・連絡調整等の実

　　施、』福祉用具・住宅改修に関する助言、住宅改修費の支給の申請に

　　　係る必要な理由がわかる書類の作成及び必要な理由がわかる書類を

　　　作成した場合の経費の助成を行う。

　（ウ）地域自立生活支援事業

　　　　次の①から⑤までに掲げる高齢者の地域における自立した生活を

　　　継続させるための事業を実施する。

　　　①’高齢者の安心な住まいの確保に資する事業

　　　　　高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）、高齢者向け優良賃

　　　　貸住宅、高齢者専用賃貸住宅、多くの高齢者が居住する集合住宅

　　　　等を対象に、日常生活上の生活相談・指導、安否確認、緊急時の

　　　　対応や一時的な家事援助等を行う生活援助員を派遣し、関係機関

　　　　・関係団体等による支援体制を構築するなど、地域の実情に応じ

　　　　た、高齢者の安心な住まいを確保するための事業を行う。

　　　②　介護サービスの質の向上に資する事業、

　　　　　地域で活躍している高齢者や民生委員等が、介護サービス利用

　　　　者のための相談などに応じるボランティア（介護相談員）として・

　　　　利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、サービス担当

　　　　者と意見交換等（介護相談員派遣等事業）を行う。



③地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業

’栄養改善が必要な高齢者（介護予防特定高齢者施策の対象者を

　除く。）に対し、地域の社会福祉法人等が実施している配食の支

　援を活用し、高齢者の状況を定期的に把握するとともに、必要に

　応じ、地域包括支援センター等に報告する。’

④家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業

　　高齢者のいる世帯における家庭内の事故等による通報に随時

　（24時間・365日）対応するための体制整備（電話を受け付
　け、適切なアセスメントを行う専門的知識を有するオペレーター

　の配置等）．を行う。

⑤　高齢者の生きがいと健康づくり推進事業

　　地域社会等において、豊かな経験と知識・技能を生かし、地域

　の各団体の参加と協力のもとに、高齢者の生きがいと社会参加を

　促進するため嵐地域におけ・る様々な社会資源を活用し、・各種サー

　ビスを提供する。

（4）留意事項
ア．任意事業の実施に当たっては、この包括的支援事業の円滑な実施に資

　　するネットワークの構築や地域のコミュニティの形成を踏まえるなど、

　　地域における社会資源の活用に留意すること。

イ　住奄改修費の支給の申請に係る必要な理由がわかる書類を作成する事

　業及び必要な理由がわかる書類を作成した場合の経費を助成する事業φ

　実施にあたっては、介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーデ

　ィネーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格等を有する者な

　ど、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の対象となる住

　宅改修について＋分な専門性があると認められる考が作成者であるこ

　と。

ウ　　（3）のウあ（ウ）の㊨のような、配食の支援を活用した事業を実施

　する場合、食材料費及び調理費相当分は利用者負担とすることが基本と

　なるが、利用料の設定に当たっては、低所得者への配慮φ市町村におけ

　る財源等を考慮すること。

工　介護予防・地域支え合い事業として実施されていた事業のうち、「生



きがい活動通所支援事業」やr緊急通幸艮体制等整備事業」等の一般財源

化された事業は、地域支援事業として実施することはできないものであ

ること。



別添1

基本チェックリスト

No． 質問項目

　　回　答

iいずれかにOを

ｨ付け下さい）

1 バスや電車で1人で外出していますか 　　　『O．はい 1．いいえ

2 日用品の買物をしていますか 0．はい 1．いいえ

3 預貯金の出し入れをしていますか 0．はい 　　　一P．いい7し

4 友人の家を訪ね亡いますか 0．はい 　　　』P．いいえ．

5 家族や友人の相談にのっていますか 0．はい 1．いいえ

6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか 0．はい 　　　軸P．いいえ．

7 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ちよがっていますか． 0．はい 　　　一P．いい7し

8 15分位続けて歩いていますか 0．はい・ 　　　一P．いいえ，

9 この1年間’ ﾉ転んだことがありますか，． 1．はい 　　　一Z．いいえ

10 転倒に対する不安は大きいですか 1．はい 0．いいえ

11 6ヵ月間で2’》3kg以上の体重減少がありましたか 1．はい 0．いいえ

12 身長　　　　cm　　体重　　　　kg．（BMI＝　　　　）（注）

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 1．はい 　　　一Z．いい7し

14 お茶や汁物等でむせることがありますか 1．はい 0．いいえ’

15 ロの渇きが気になりますか 1．はい 　　　一Z．いい7し

16 週に1回以上は外出していますか 0．はい 　　　一P．いいえ

17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか 1．はい 　　　軸O．いいえ．

18 周りの人から「いつも同じ事を聞く』などの物忘れがあると言やれ

ﾜすか

1．はい 　　　一Z．いいえ

19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか Olはい 　　　一P．いいえ

20 今日が何月何日かわからない時がありますか 1．はい 0．いいえ

21 （ここ2週間）毎日の生活に充実感がない 1．はい 　　　一Z．いいえ

2芝 （ここ2週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった 1．はい 　　　一Z．いい7し

23 （こご2週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じら

黷

1．はい 　　　一Z．いいえ

24 （ここ2週間）自分が役に立つ人間だと思えない 1．はい 　　　一Z．いいえ．

25 （ここ2週間）わけもなく疲れたような感じがする 1．はい Q．いいえ

命　　　昌・ヨ臣　　⊥目A8　…吏虫Lr十・Z（注）BMI（＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m））が18．5未満の場合に該当とする。



別添2

特定高齢者の決定方法等

　市町村は、特定高齢者の候補者に選定された者について・生活機能評価の結果等を勘

案した医師の総合的な判断を踏まえ、特定高齢者を決定し・さらに・当該特定高齢者に

とって医学的理由により利用が不適当な介護予防事業の有無を決定する。

　なお、医師は、特定高齢者の候補者に選定された者について・以下の1～6への該当

の有無、生活機能チェック及び生活機能検査の結果を踏まえて・生活機能Φ低下の有無

及び当該特定高齢者にとって医学的な理由により利用が不適当な介護予防事業の有無に

ついて総合的な判断を行う。

1運動器の機能向上
　ロロ一一ロロロ　ロロうじ一一　ロりじじう　ロロロじサロじじ　ロ一畳コロうじじロロ一一じロロうじりじロロ一一一一ロじ一一ロト　ロコ一層ロじロドじロニロ一一一一ニ
　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　じ

　i基本チェックリスト6～10の5項目のうち3項目以上に該当する者　　・　　　　i
　：一一一一．一．＿一一一＿一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一一⊥一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

　　　ただし、うつ予防・支援関係の項目を除く20項目のうち10項目以上該当し

　　r特定高齢者の候補者」と判定された者であって、基本チェックリスト6～10

　　のうち3項目以上該当していない者について、以下に示す運動機能測定を行

　　つた場合に3項目の測定の配点合計が5点以上となった場合については・該当

　　する者とみなしてよい。

運動機能測定項目

男性

基準値

女性

基準値に該当す

る場合の配点

握力（kg）

開眼片足立時間（秒）

10m歩行速度（秒）

（5mの場合）

く29

＜20

≧8．8

（≧4、4）．

＜19

＜10

≧10．0

（≧5．0）

配点合計0－4点　…　運動機能の著しい低下を認めず

　　　　5－7点　…　運動機能の著しい低下を認める



2栄養改善
　一一一＿一＿＿＿一＿＿一一＿＿＿一一＿＿＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一：一一一一一一甲一一一一一一一甲一一層一一一一－一一一一1
　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

i以下の①及び②に該当する者又は③に該当する者　　　　　　　　　　　　　　i

　i　①基本チェックリスト11に該当　　　　『　　　　　　　　　　　　　　　i

　i　②B㎜が18．5未満　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　i

　i　③血清アルブミン値が3．89／dl以下　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　i

　l一一＿＿一＿＿．一一一＿．一一一＿＿、一一一一＿＿＿＿＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一”」

3　ロ腔機能の向上
　＿一一＿＿＿＿＿＿一＿＿＿一＿＿＿＿一＿＿一＿一一一一一一一ムー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一畳一一督一一一一一一一一一一一一一一一一1
　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　i以下の①、②又は③のいずれかに該当する者　　　　　　　　　　　　　　　　i

　i　①基本チェックリスト13～15の3項目のうち2項目以上に該当　　　　　　　　　i

－i　②視診によりロ腔内の衛生状態に問題を確認　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

　i’③反復唾液嚥下テストが3回未満　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　i
　：＿一＿一一一一一＿．＿一．＿＿．＿一＿一一一一＿一一一一＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一”一一”一」

4　閉じこもり予防・支援
　一＿一＿＿＿一＿＿＿＿＿＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一甲一一一一一一一一一一一－一一一一一一一－一一一1
　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　i基本チェックリスト16に該当する者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

　i（17にも該当する場合は特に要注意）　　　　　　　　　　　・．　　　　　　i
　：一＿一＿．＿＿一一一＿＿－＿一一＿一一＿＿一一＿＿一＿一＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一””」

5　認知症予防・支援　　　　　　　　　．
　＿＿＿一．一一一一一．一＿一一＿一一＿一一＿＿一＿一一＿＿＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一」－一”””1
　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　1基本チェックリスト18～20のいずれかに該当する者　　　　　　　　　　　　　　i
　：一＿二一一一．一一一．一一．一．一一＿．一＿．一．．．一』＿一＿＿＿一一一一乙一一一一一一一一一一一一一一一マ一一一一』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’6　うつ予防・支援
　一＿＿＿一一＿＿一⇔一一一＿＿一一＿一一一一一二一一一一一’一一一一一一一一一一一一一り一一一一一一一一一一一一昌一一一一一一一一一－一一一一一一一“一一一一一1
　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　i基本チ土ックリスト21～25で2項目以上該当する者　　　・　　　　　　　　　　i
　：一．＿一一一＿．一．一＿．一．＿．．＿一一一＿＿＿＿＿＿」一一一．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一∵一一」

※なお、認知症及がうつについては、特定高齢者に該当しない場合においても・可

能な限り精神保健福祉対策の健康相談等にホり・治療の必要性等についてアセスメン

トを実施し、適宜、受診勧奨や経過観察等を行うものとする・



別添3

介護予防事業の事業評価

　事業評価をする際には、．以下の3段階の評価指標を設定する。

①プロセス指標：事業を効果的・効率的に実施するための事業の企画立案、実施過程

　等に関する指標

②ナウトプット指標：事業成果の目標を達成するために必要となる事業の実施量に関

　する指標

③アウトカム指標：事業成果の目標に関する指標

1　介護予防事業（介護予防特定高齢者施策）

＜プロセス指標＞

　以下の10填目について、事業が適切な手順・過程を経て実施古きているか否かを

評価する。

①特定高齢者を遙切に把握・選定するため、複数の把握経路を確保しているか。

②特定高齢者に関する情報を提供してくれた関係機関等へ、当該特定高齢者に対す

　る事業の実施状況等1亡ついて情報還元を行っていうか。

③事業の企画・実施・評価に倥民が参画しているか。

④事業の実施状況を把握しているか。

⑤事業の実施量と需要量の関係を的確に把握していもか。

・⑥事業の実施状況の検証に基づ青、次年度啄降の実絶計画の見直しを行っている寿㌔

⑦事業に関する苦情や事故を把握しているか。

’⑧事業の効果を分析する体制が確立しているか。

⑨肉係機関（地域包括支援センター、医療機関、民生委員等）において情報を共有

　するため、共有する情報の範囲、管理方法、活用方法に関する耶り決めをして．い

　るか。

⑩特定高齢者の個人情報が共有されることについて、対象者に十分な説明を行い、

　同意を得ているか。



＜アウトプット指標＞

　以下の指標を用いて介護予防事業の実施状況の辞価を行う。

指　標

①介護予防ケアマネジ
　メント実施件数（実施

　率）

②事業実施回数（実施
　率）

③事業参加者数（実施
　率）

評価方法

　年度末に年間の介護予防ケアマネジメントの実施状況を

集計し、実施予定件数及び実施件数により特定高齢者の把

握状況を評価する。

（実施率＝実施件数÷実施予定件数）

　年度末に年間の各種事業の実施状況を集計し、実施予定

回数及び実施回数仁より実施状況を評価する。

（実施率＝実施回数÷実施予定回数）

　璋所型介護予防事業・訪周型介護予防事業の事業種別や・

運動審の機能向上、栄養改善等の実施プログラム別に集計

することが望ましい。

　年度乗に年間の事業参加者の状況を集計し、事業参加予

定者数及び事業参加者数により実施状況を評価する。

（実施率＝参加者数÷参加予定者数）

　通所型介護予防事業、訪問型介護予防事業の事業種別や、

連動器の機能向上、栄養改善等の実施プログラム別に祭計

することが望ましい。

＜アウトカム指標＞

　場下の指標を用いて介護予防事業による効果の評価を行う。

標b
日

キ

①新規認定申請者数

②新規認定者数（要
介誰度別）

評価方法．

　年度末に年間の新規認定申請者取を集計・分析する。介護予

防事業の効果を直接反映する指標ではないが・前年比や年次推

移等のデータを介護予防事業の効果の推計に活用する。

　年度末に年間の新規認定者数を集計し、要介護度別の新規認

定者数の前年比、年次推移等のデ』タにより、介護予防事業の

効果を評価する。



③「旧要支援＋旧要

　介護1」の人数

④介護予防事業参加
．者からの新規認定

　者数

⑤主観的健康感

　（※）

⑥基本チェックリス
　トの点数

　年度末時点のr旧要支援＋．旧要介護1」つまり「要支援1＋

要支援2＋要介護1」の人数を集計し、介護保険事業計画に記

載されている自然体（介護予防事業等を実施しなかった場合）一

での人数との比較・検証にタり、介護予防事業の効果を評価す

る。

　年度末に年間の介護予防事業参加者からの新規認定者数を

集計し、その率（新規認定者数÷介護予防事業参加者数）によ

り、介護予防事業の効果を評価する。

．年度末に年間の介護予防事業参加者について、事業参加前後

の主観的健康感の変化を集計し、維持・改善割合（事業参加者

のうち参加後に主観的健康感が維持・改善された者の割合）に

より介護予防事業の効果を評価する。

　年度末に年間の介護予防事業参加者について、事業参加前後

の基本チェックリストの点数の変化を集計し、維持・改善割合

（事業参加者のうち参加後に点数が維持・改善された者の割

合）により介護予防事業の効果査評価する・

「あなたの現在の僻康状態はいかがですか。あてはまる番号1つにOをつけてください。

　1　よい　　2　まあよい、3　ふつう　4　あまりよくない　5　よくない」

※）主観的健康感は、国民生活基礎調査の以　の質問により評価する。

2　介護予防事業（介護予防一般高齢者施策）

＜プロセス指標＞

　以下の5項目について、事業が適切な手順・過程を経て実施できているか否かを評

価する。　　　　　，

①介護予防に関する一般的な知識や・介護予防事業の却象者・事業内容・参加方法等の

　事業実施に関する情報について積極的に普及啓発を行っていうか。

②介護予防に資する活動を行っているボランティアや地域活動組織を適切に把握している

　か。

③介護予防事業を推進するに当たり、介護予防に資する活動を行っているボランティアや

　地域活動組織と密に連携を図っているか。



④ボランティアや地域活動組織のリーダー等を育成するための研修会等を開催している

　か。

⑤地域活動組織の求めに応じて、担当職員の派遣、活動の場の提供等の支援を行ってい

　るか。

＜アウトプット指標・アウトカム指標＞

　介護予防事業（介護予防一般高齢者施策）については、市町村の創意工夫により様々

な事業が想定されることから、事業内容等に応じて適宜指標を設定し、アウトプット

及びアウトカムの評価を行う。評価指標の例を以下に示す・

【指標の例】

①介護予防に関する講演会、相談会等の開催回数・参加者数

②介護亭防に関するイベント等φ開催回数

③ボランティア育成のための研修会の開催回数・参加者延数

④地域活動組織への支援・協力等の実施回数

⑤当該年度に新規に創設された地域活動組織の数

　　　　　　　　　　　　し



別添4
（※介護予防ケアマネジメント部分を抜粋）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利用者基本情報

様式1

圃

作成担当者

’《基本情報》《塁不1肩報ル

相　談　日 年　　月　　日（　）
采　所・電　話

ｻの他（　　　　　　）

初　回

ﾄ来（前　　1　　　）

本人の現況 在宅・入院又は入所中（　　　　　　　　　　　　　　　）

フリガナ

{人氏名

男・女 M・T・S　　年・月　　日生（　　　）歳

住　　所

Tel

eax

（　　　）

i　　）

障害高齢者の日常生活自立度 自立・J1・J2・A1・A2・B1・B2・C1・C2日常生活

ｩ立度 認知症高齢者の日常生活自立度 自立・1・IIa・∬b・皿a・皿b・IV・M

認定情報

非該当1要支1・要支2・要介1』要介2・要介3・要介4・要介5

L効期限：　年　月　日～　年　月　日　（前回の介護度　　　　　）

障害等認定 身障て　　）、療育（　　）、 精神（　　）、難病（　　）、…　　（　　）

本人の

Z居環境

自宅・借家・一戸建て・集合住宅・自室の有無（　）階、住宅改修の有無一

経済状況 国民年金・厚生年金・障害年金・生活保護…

来　所　者

i相　談　者）

住　　所

A　絡　先

続
柄

家
族
構
成

氏名 続柄 住所・連絡先

家族構成　　　　　◎＝本人、O＝女性、ロ＝男性

@　　　　　　　●ロ＝死亡、☆＝キーパーソン
@　　　　　　　主介護者にr主」
@　　　　　　　副介護者にr副」
@　　　　　　　（同居家族は0で囲む）

@　　　　　　　　　－

ﾆ族関係等の状況
緊急連絡先



鳳フ「霞コ7既〕1」閃90弓∋現〃

今までの生活

1日の生活・すごし方 趣味・楽しみ・特技

現在の生活状

ｵ（どんな暮

轤ｵを送って

｢るか）

@　　　－　　｝　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　■

時間 本人 介護者・家族

友人・地域との関係

』

《介護予防に関する事項》

年月日’ 病名
　　医療機関

i主治医・意見作成者に☆）

● 医師名
経過 治療中の場合は内容

Te1 治療中

年　月　日 経過観察中

その他

Te1 治療中

年月　日 経過観察中

● その他

Tel 治療中

年　月　日 経過観察中

その他

Te1 治療中

年　月　日 経過観察中

その他

《現病歴・既往歴と経過》（新し いものから書く・現在の状況に関連するものは必ず書く）

覧坑口：不動月ヨし曳』し1Qソ　　」〈〃

公的サービス 非公的サ」ビス
《現在利用しているサービス》

嚢馨声騨灘雲容鞭驚璽欝謬簸灘縫轄婁慧難
ずることに同意します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日　　氏名，　　　　　　　　　　　　印

地域包括支援センターが行う事業の実施1こ当たり、一 �p者の状況鷲握する必要か慮あゑときは・要介護



介護予防サービス・支援計画書 様式2

NO．

利用者名 様

計画作成者氏名

認定年月B 平成 年 月 日 宮定の有効期間 年 月 日～ 年 月 日 初回・紹介・継続 2定済・申請中
要支援1・要支援2 地域支援車築

委託の場合：計画作成事業者・事業所名及び所在地（連絡先）

計画作成（変更）日 年月日（初回作成日　年月日） 担当地域包括支援センター：

目擁とする生活

1日
1年

文頭計画

アセスメント領域と

@現在の状況

本人・家族の

ﾓ欲・意向
領域における課覇（背景・原因） 総合的課髄

課題に対する

ﾚ標と具体策

@の提案

具体策についての意向

@　本人・家族
目標

目標についての
x援のポイント

本人等のセルフケア

竕ﾆ族の支援，
Cンフォーマルサー

@　　ビス

介護保険サービス

@　または
n域支援事業

サービス

@種別
事業所 期間

藤i難灘難
口布 目黒

（）

鱗i嚢灘灘難擬 口有 口無

I
I
I
l
I
l
レ
l
I
I

I
I
，
I
I
－
I
I
I
1
『

1 1

蝋鑛i懸難灘叢 口布 口無

（）

1

1

I
I
l
l
I
I
噛
I
I
藍
I
I

I
l
I
I
臨
I
I
l
I
l
I
I

騰難難i灘難襲 口有 口無

〔）

1
甲
I
I
l
I
ト

l
I
l
I
l
I
l
，
I
I

1
噛
甲
I
I
1
1
1
，
l
I
－
1

し
l
I
l
l
I
し
1
甲
I
I
I

総ム的な方針。生活不活発病の改善・予防のポイント

健応拭鰭について
口主治医意見書．生活轍縫評価等を踏まえた留1点

【本来行うべき支援ができない場合】

妥当な支援の裏地に向けた方計

総合的な方針：生活不活発病の改善・予防のポイント

基本チェ，クリストの（該当した賛同項目励／（質問順目鮫）憲お書f下さい．
地域支援事業の鳩合は必要な事業プログラムの糊内の数字に0印をつけて下さい．

計画に回する同意
地域支援事業の鳩合は必酸事業プログラムの枠内の艀に0印一つけて丁忍

騨騰・
“『E

謙騨灘鱗、購灘 1灘懸奪　　　多“
`　　　　そ、携

鵜懸
　予防給付

@または
n域支援事業

地域邑括支援センター

意見】

【確認印】

上記計画について．同意いたします．



丁番．』、り

利用者氏名

介護予防支援経過記録（サービス担当者会議の要点を含む）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画作成者氏名
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※1’ 諟�¥防支援経過は、具体的には、時系列に出来事、訪問の際の観察（生活の活発さの変化を含む）、サービス担当者会議の内容、利用者・家族の考えなどを記入し、、

　介護予防支援や各種サービスが適切に行われているかを判断し、必要な場合には方針変更を行うためのサービス担当者会議の開催、サービス事業所や家族との調整などを

　記入する。
　2サ乙ビス担当者会議を開催した場合には、会議出席者（所属（職種）氏名）、検討した内容等を記入する。
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介護予防サービス・支援評価表 評価日，

型思置危＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　殿
計画作成　氏名

： 目標 目標達成しない原因 目標達成しない原因 今後の方針
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llロプラン変更 1旧予防給付

i□終了
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＜拷諟�¥防特定高齢者施策
11□ i□介護予防一般高齢者施策
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧幽＿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年4月28日

　社団法人日本医師会会長

　　唐　澤　群　人　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　障蜥輔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生労働省老健局老人保健課一一驕齪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴隔制墾

　　　　　　　　「生活機能評価の実施方法等について」（通無の改正）

．介護予防事業の推進につきましては、平素より格別のご配意をいただき感謝申し上げ

ます。

　今般、平成20年4月1日老老発第0401002号本職通知「生活機能評価の実施一

方法等について」を別琢のとおり改正し、各都道府県高齢者保健福祉主管部（局）長あ

て通知しましたので、お知らせいたします。

つきましては・通知の蛯ｲ理解の上・引き続きご協力下さいますようお願い申し

上げます。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インロ　　　さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　、繍ド　・f暫

　　　　　　　　　　　　．・，團＿＿号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年4月28日

各都道府県論者保健福祉主管部（局）長殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腱醐首

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生労働省老健局老人保健課舗謂祀・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曝薩騙雌

　　　　　　　　　　　　生活機能評価の実施方法等について

一生活機能評価の実施方法等1〒ついて1ま・平成20年4月1日老老発第0401002

号本職通知により示したとこ獅るが、今般、その一部を別添新旧対照表のとおり改

正し、平成21年4月1日から遡って適用することとしたので通知する。



r生活機能評価の実施方法等について」新旧対照表

改　　正　　前（1日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1　検査項目
　　生活機能評価は、基本チェックリスト、生活機能チェックと生活機能検査とで構成する。

（1）生活機能チェック

　　ア　問診
　　　　現状の症状、既往歴、家族座、嗜好、生活機能に関する項目（基本チェックリスト）

　　　等を聴取する。ただし、市町村が、生活機能チェックを実施する前に、基本チェックリ

　　　ストを行い、特定高齢者の候補者を選定している場合は、基本チェックリストは行わな

　　　いものとする。

　　イ　身体計測

　　　　身長及び体重を測定し、BM　Iを算定する。

　　ウ　理学的検査
　　　　視診（ロ腔内を含む。）、打聴診、触診（関節を含む。）を実施する。

　　工　血圧測定
　　　　聴診法又は自動血圧計により、収縮期血圧及び拡張期血圧を測定する。

（2）生活機能検査

　　ア　理学的検査

　　　　反復唾液嚥下テストを実施する。

　　イ　循環器検査

　　　　安静時の標準12誘導心電図を記録する。

　　ウ　貧血検査
　　　　血液中の赤血球数、血色素量（ヘモグロビン値）及びヘマトクリット値を測定する。

　　工　血液化学検査

　　　　血清アルブミン検査を実施する。

2　実施方法
（1）生活機能チェック以外の機会に基本チェックリストを実施し、特定高齢者の候補者を還

　　定する場合

　　ア　特定高齢者の候補者の選定

　　　　市町村は、第1号被保険者（要介護者及び要支援者を除く。以下同じ。）について・

　　　基本チェックリストを実施し、地域支援事業実施要綱に定める基準に従い、特定高齢

　　　者の候補者を選定する。

　　イ　生活機能チェックと生活機能検査の実施

　　　　特定高齢者の候補者に選定された者について、基本チェックリストを除く生活機能

　　　チェックと生活機能検査を実施し、特定高齢者に該当する者であることの確認を医師

　　　が行う。

改　　コE　後（新）

（同左）

（同左）

一1一



改　　正　　前　（旧）

（2）生活機能チェックの機会に基本チエツクリス．トを実施し・特定高齢者の候補者を選定す

　る場合
　ア　特定高齢者の候補者の選定
　　　第1号被保険者について、生活機能チェックを実施し、特定高齢者の候補者を選定す

　　る。

　イ　生活機能検査の実施
　　　特定高齢者の候補者に選定された者について、生活機能検査を実施し、特定高齢者に

　　該当する者であることの確認を医師が行う。

3 生活機能評価の判定

生活機能及び介…予 事業（「通所型介…予　事業』及び「一問型　　予　事業』をい幅。

以下同じ。）に関する評価については、基本チェックリスト、生活機能チェック及び生活機

能検査の結果を医師が総合的に判断するものとし、次のいずれかに区分する。

（1）生活機能の低下あり

　　生、　能の低下があり、要支　・要介一状態となるおそれが　いと　えられる場ムで、

地域支援事業実施要綱に定める特定高齢者の候補者の基準に該当し、かつ地域支援事業実

施要綱別派2のr特定　齢者の決定方法』に該当している場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラロ

ラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

＝1）一1　介護予防事業の利用が望ましい　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●‘

　　　　　　生活機能の低下があり、介護予防事業の利用が望ましい場合

1）一2　医学的な理由により次の介護予防事業の利用は不適当

口
口
□
口
口

全て

運動器の機能向上プログラム

栄養改善プログラム

ロ腔機能の向上プログラム

その他のプログラム（ ）

■■■■．■■■一・■■．■■昌一■■■ロ・一■■－．－一畠●●一■一■－－●●畠一一一－■■一■■■■■一一■●騨一■●■■■■■一■■一一5■■巳■一■■■■一

改　 正　　後（新）

（3）　介貴認定の担当・局との連携により特定　齢者の候　者を把握する　合

ア 要介一認定において、自立（非該当）と判定された者については、特定高齢者の候補

　者とみなす。

イ　基本チェックリスト、生活 能チェック及び生活　能検査の実施

特定　齢者の候　者とみなされた者について、基本チェックリスト、生、　能チェッ

ク及び生活　能　査を実施し、特定　齢者に該当する者であることの を　師が行う。

3　生活機能評価の判定
生活機能に関する評価については、地域支援事業実施要綱別派2「特定高齢者の決定方法

等』の1－6への該当の有無、生活機能チェック及び生活機能検査の結果を勘案して、医師

が総合的に判断し、次のいずれかに区分する。

（1）生活機能の低下あり

　　地域支援事業実施要綱に定める特定高齢者の候補者の基準に該当している場合（2（3）

　アによって特定高齢者の候補者とみなされた場ムを含む）であって、生活機能の低下があ

り、・要支　・要介護状態となるおそれが　いと考えられる場合。生活機能の低下がある場

合は、さらに、利用が不適当な介護予　事業のプログラムの有無について1　する。

　　　　　、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝
1）一1　介護予防事業の利用が望ましい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

　　生活機能の低下がみられ、介護予防事業の利用が望ましい場合で一

■■F■■■■一■一■■■■－■昌■■■一■・■■■■昌■■■ロー■■■一聯■・■・・．■■一一．・■一一昌■一■■■・－■一－■一■巳・・一．■一一■－昌■口口ー ｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ1）一2　医学的な理由により次の介護予防事業の利用は不適当　　　　　　　　　＝

口
口
口
口
ロ

全て

運動器の機能向上プログラム

栄養改善プログラム

ロ腔機能の向上プログラム

その他のプログラム（ ）

■一一一■■■量－■一－一－O．・■■－■一■■■昌■■■■－一一■■■●一－一■■一一－－■一一■一●■一■■■一■一■－■昌一●－■－－●一■■■－■■一．■一一
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改　　正　　前（旧）

　　　　　　生活機能の低下はあるが、心筋梗塞、骨折等の傷病を有しており、

　　　　　ア　介護予防事業の利用により当該傷病の病状悪化のおそれがある

　　　　　イ　介護予防事業の利用が当該傷病の治療を行う上で支障を生ずるおそれがある

　　　　　　等の医学的な理由により、介護予防事業の利用は不適当であると判断される場
　　　　　　合であり、塁遡三利用が不適当な介護予防事業のプログラムに印を付するも

　　　　　　のとする。

（2）生活機能の低下なし
　　生活機能が比　的よく　た　、　　　・　介一　態となるおそれが　いとは　えられな

い場合で、地域支援事業実施要綱に定める特定高齢者の候補者の基準に該当しない場合又

は特定高齢者の候補者の基準に該当する場合であって地域支援事業実施要綱別添2の「特

改　　正　　後（新）

　　　　　　生活機能の低下はあるが、心筋梗塞、骨折等の傷病を有しており、

　　　　　ア　介護予防事業の利用により当該傷病の病状悪化のおそれがある

　　　　　イ　介護予防事業の利用が当該傷病の治療を行う上で支障を生ずるおそれがある

　　　　　　等の医学的な理由により、＝一介護予防事業の利用は不適当である
　　　　　　と判断される場合であり、利用が不適当な介護予防事業のプログラムに印を付

　　　　　　するものとする。

（2）生活機能の低下なし
　　地域支援事業実施要綱に定める特定高齢者の候補者の基準に該当しない場合又は特定高

　齢者の候補者の基準に該当する場合（2（3）アによって特定　齢者の候　者とみなされ

た場合を含む）であって、生活　　が比較的よく保たれ、要支援・要介一　態となるお

一3一



（改正後全文）

　　　　　老老発第0401002号

　　　　　平成20年4月1日

最終改正　老老発第0428002号

　　　　　平成21年4月28日

各都道府県高齢者保健福祉主管部（局）長殿

厚生労働省老健局老人保健課長

生活機能評価の実施方法等について

　特定高齢者把握事業の具体的な運用方法については、別途「地域支援事業の実施につ

いて」（平成18年6月9日老発第069001号）において通知したところであるが、

今般、生活機能評価の実施方法等を下記のとおり定め、平成20年4月1日より適用す

ることとしたので、御了知の上、管内市町村にその周知をお願いする。

記

1　検査項目

　生活機能評価は、基本チェックリスト、生活機能チェックと生活機能検査とで構成

する。

（1）生活機能チェック

　　ア　問診

　　　　現状の症状、既往歴、家族歴、嗜好、生活機能に関する項目（基本チェックリ

　　　スト）等を聴取する乙ただし、市町村が、生活機能チェックを実施する前に、基

　　本チェックリストを行い、特定高齢者の候補者を選定している場合は、基本チェ

　　　ックリストは行わないものとする。

　　イ　身体計測

　　　　身長及び体重を測定し、BM　Iを算定する。

　　ウ　理学的検査

　　　．視診（ロ腔内を含む。）、打聴診、触診（関節を含む。）を実施する。

　　工　血圧測定

　　　　聴診法又は自動血圧計により、収縮期血圧及び拡張期血圧を測定する。



（2）生活機能検査

　ア　理学的検査

　　　反復唾液嚥下テストを実施する。

　イ　循環器検査

　　　安静時の標準12誘導心電図を記録する。

　ウ　貧血検査

　　　血液中の赤血球数、血色素量（ヘモグロビン値）及びヘマトクリット値を測定

　　する。

　工　血液化学検査

　　　血清アルブミン検査を実施する。

2　実施方法

（1）生活機能チェック以外の機会に基本チェックリストを実施し、特定高齢者の候補

　　者を選定する場合

　　ア　特定高齢者の候補者の選定

　　　　市町村は、第1号被保険者（要介護者及び要支援者を除く。以下同じ。）につ

　　　いて、基本チェックリストを実施し、地域支援事業実施要綱に定める基準に従い、

　　　特定高齢者の候補者を選定する。

　　イ　生活機能チェックと生活機能検査の実施

　　　　特定高齢者の候補者に選定された者について、基本チェックリストを除く生活

　　　機能チェックと生活機能検査を実施し、特定高齢者に該当する者であることの確

　　　認を医師が行う。

（2）生活機能チェックの機会に基本チェックリストを実施し、特定高齢者の候補者を

　　選定する場合

　　ア　特定高齢者の候補者の選定

　　　　第1号被保険者について、生活機能チェックを実施し、特定高齢者の候補者を

　　　選定する。

　　イ　生活機能検査の実施

　　　　特定高齢者の候補者に選定された者について、生活機能検査を実施し、特定高

　　　齢者に該当する者であることの確認を医師が行う。

（3）要介護認定の担当部局との連携により特定高齢者の候補者を把握する場合

　　ア　要介護認定において、自立（非該当）と判定された者については、特定高齢者

　　　の候補者とみなす。

　　イ　基本チェックリスト、生活機能チェック及び生活機能検査の実施

　　　特定高齢者の候補者とみなされた者について、基本チェックリスト、生活機能チ

　　　ェック及び生活機能検査を実施し、特定高齢者に該当する者であることの確認を

　　　医師が行う。



3　生活機能評価の判定

　　生活機能に関する評価については、地域支援事業実施要綱別派2「特定高齢者の決

定方法等」の1～6への該当の有無、生活機能チェック及び生活機能検査の結果を勘

案して、医師が総合的に判断し、次のいずれかに区分する。

（1）生活機能の低下あり

　　　地域支援事業実施要綱に定める特定高齢者の候補者の基準に該当している場合（2

　　（3）アによって特定高齢者の候補者とみなされた場合を含む）であって、生活機

　　能の低下があり、要支援・要介護状態となるおそれが高いと考えられる場合。生活

　　機能の低下がある場合は、さらに、利用が不適当な介護予防事業のプログラムの有

　　無について判断する。

一■　■　ロー■　－　■一　■ロ　巳■　■　一■一－巳一　豊一一一目　■－　■　一■匿一　一－　■■，■　■　■　－　一　一巳●■　嗣　■　■　■　－■．■　一　●■　巳■　■巳■ロ　●　■■1■■O■　嗣　■　暉　閣　■　匿
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

＝1）一1　介護予防事業の利用が望ましい　　　　　　　　　　　　　　　　　　：
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o

一■－一■■一■■一一■■一麟一■■昂■－■■冨巳一－■一口一一－■■－一－■層一－■■一一■噂■■■■－■蟄－■一■－■■■■■一■■■■ロ●鵬－O

　　　　　　生活機能の低下がみられ、介護予防事業の利用が望ましい場合であって、

　　　　　特に利用が不適当なプログラムがない場合。

1）一2　医学的な理由により次の介護予防事業の利用は不適当

口
口
口
口
□

全て

運動器の機能向上プログラム

栄養改善プログラム

ロ腔機能の向上プログラム

その他のプログラム（ ）

■■■．■■■一一■■■巳■■■■■胃■■一一－■■－■卿一一．騨■一一■－一一ロー一層■■一一一一■■－■■一一■ロー－目一■■■－■■■騨昌■卿■

　　　　　　生活機能の低下はあるが、心筋梗塞、骨折等の傷病を有しており、

　　　　　ア　介護予防事業の利用により当該傷病の病状悪化のおそれがある

　　　　　イ　介護予防事業の利用が当該傷病の治療を行う上で支障を生ずるおそれ

　　　　　　がある

　　　　　等の医学的な理由により、一部又は全ての介護予防事業の利用は不適当で

　　　　　あると判断される場合であり、利用が不適当な介護予防事業のプログラム

　　　　　に印を付するものとする。

（2）生活機能の低下なし

　　地域支援事業実施要綱に定める特定高齢者の候補者の基準に該当しない場合又は

　特定高齢者の候補者の基準に該当する場合（2（3）アによって特定高齢者の候補

　者とみなされた場合を含む）であって、生活機能が比較的よく保たれ、要支援・要

　介護状態となるおそれが高いとは考えられない場合。



生活機能チェック以外の機会に基本チェックリストを実施し

　　　　　　特定高齢者の候補者を選定する場合

○市町村は、要介護者及び要支援者を除く第1号被保険者に対して、基本チェックリ

ストを実施し、特定高齢者の候補者を選定します。

O特定高齢者の候補者に対して、基本チェックリストを除く生活機能チェックと生活機

能検査を実施し、特定高齢者に該当する者であることの確認を医師が行います。

O特定高齢者の候補者に該当しない場合は、医療機関等で生活機能チェック及び生

活機能検査を行う必要はありません。

第1号
被保険者
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要支援者
　を除く）
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　　　　　　　　　　　　　　　1

O問診
O身体計測
○理学的検査

O血圧測定

O反復唾液嚥下
テスト

O循環器検査
O貧血検査
O血液化学検査
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生活機能評価

　の判定

0生活機能の低下
の有無

O利用が不適当な
介護予防事業の
有無

市町村で実施 医療機関等で実施



生活機能チェックの機会に基本チェックリストを実施し

　　　　特定高齢者の候補者を選定する場合

○要介護者及び要支援者を除く第1号被保険者に対して、生活機能チェックを実施し、

特定高齢者の候補者を選定します。

○特定高齢者の候補者に対して、生活機能検査を実施し、特定高齢者に該当する者

であることの確認を医師が行います。

○特定高齢者の候補者に該当しない場合は、生活機能検査を行う必要はありません。

第1号
被保険者
（要介護者・

要支援者
　を除く）

受診者
全員
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医療機関等で実施



要介護認定の担当部局との連携により

特定高齢者の候補者を把握する場合

○要介護認定において自立（非該当）と判定された者については、特定高齢者の候

補者とみなします。

○特定高齢者の候補者とみなされた者に対して、基本チェックリスト、生活機能チェッ

ク及び生活機能検査を実施し、特定高齢者に該当する者であることの確認を医師

が行います。

○基本チェックリストにおいて特定高齢者の候補者に該当しない場合であっても、生

　活機能チェック及び生活機能検査を行う必要があります。

認定非該当者

「一一一－
1

0

○問診
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O身体計測
○理学的検査
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O血液化学検査
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○利用が不適当な
介護予防事業の
有無
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医療機関等で実施


